
中村学園大学(含む短期大学部)学生の懲戒手続きに関する細則 

 

平成 27年 4月 1日制定 

(趣旨) 

第 1条 この細則は、中村学園大学学則第 69条第 4項及び中村学園大学短期大学部学則第

64条第 4項の規定に基づき、学生の懲戒手続の透明性の確保並びに懲戒処分の適正及び

公正を図るため必要な事項を定める。 

(事実調査) 

第 2条 学部長又は学科主任(以下「学部長等」という。)は、懲戒に相当すると思われる

行為(以下「処分相当行為」という。)について知り得たときは、直ちに学長に報告する

ものとする。 

2 学生委員長は、学長の命を受けて事実関係の調査を行い、その調査結果及び学部長等に

よる学生からの事情調査内容を学長に報告する。 

(懲戒の審議) 

第 3条 学長は、学生委員長から報告のあった内容の中に、懲戒について検討すべき事案

が含まれていると認めた場合、学生委員会に対して当該事件等に関わる学生への懲戒の

要否、懲戒の種類及び内容等について調査及び審議させるものとする。 

2 ハラスメント事案については、ハラスメント防止対策委員会において調査及び審議させ

るものとする。 

(懲罰委員会) 

第 4条 学生委員会は、当該事件等に関わる学生への懲戒の要否、懲戒の種類及び内容等

について調査及び審議させるための専門委員会として、懲罰委員会を置くものとする。 

2 懲罰委員会は、学生委員会の全委員を以って組織する。 

3 懲罰委員会に委員長を置き、学生委員長を以ってこれに充てる。 

4 その他委員長が必要と認めたときは、前項以外の教職員の出席を求めることができる。 

(調査委員会) 

第 5条 懲罰委員会は、処分相当行為の内容等を調査し相当処分案を作成するため、調査

対象事件ごとに調査委員会を置くものとする。 

2 調査委員会の委員は、委員長が懲罰委員会の委員から任命する。 

3 調査委員会は、関係の教員及び当該学生から資料の提出を求め、事情及び意見を聴取す

ることができる。 

4 調査委員会は、慎重かつ速やかに調査及び審議を行い、その結果を懲罰委員会に報告す

るものとする。 

(学生委員会) 

第 6条 懲罰委員会は、当該委員会の調査及び審議結果に基づき、相当処分案を作成し、

学生委員会へ報告するものとする。 
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2 学生委員会は、前項の相当処分案について審議し、その結果を学長へ報告する。 

(懲戒処分の決定) 

第 7条 学長は、前条第 2項の報告内容を踏まえ、当該学生の懲戒処分を決定する。 

(懲戒処分の通知) 

第 8条 学長は、懲戒処分を決定した場合には、懲戒処分書に理由書を添えて当該学生及

びその保証人に通知しなければならない。 

(準用) 

第 9条 中村学園大学大学院学則第 57条第 4項の規定に基づき、研究科の学生について第

2条から前条までの規定を準用する場合は、「学部長等」とあるのは「研究科長」と読み

替えるものとする。 

(事務) 

第 10条 学生の懲戒手続きに関する事務は、学生部において処理する。 

 

附 則 

この細則は、令和元年 7月 1日から施行する。 
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